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　現在、皆様がお持ちの被保険者証は、退職日の翌日（資格喪失日）
以降は使用できません。退職後、被保険者証および高齢受給者証（い
ずれも家族分を含む）をお持ちの方は、すみやかに事業所へご返却
くださいますようお願いいたします。
　任意継続被保険者の方につきましては、資格喪失日以降に直接当組合

（郵送可）へご返却くださいますようお願いいたします。
　また、紛失された被保険者証および高齢受給者証が見つかった場合も、
当組合にご返却くださいますよう併せてお願いいたします。
※資格喪失後に誤って当組合の被保険者証を使って受診してしまった場合、当組合

が負担した医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

資格喪失後の被保険者証および高齢受給者証の返却についてのお願い

「健康保険被保険者賞与支払届」について

賞与支払届の留意事項
※資格喪失月に賞与が支払われた場合、保険料の対象にはなり

ませんが、資格喪失日の前日までに支払われた賞与について
は、標準賞与額の累計額（年度の累計額 540 万円）の対象と
なるため、賞与支払届が必要です。

※育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与について
は、保険料の対象にはなりませんが年度累計の対象となるた
め、賞与支払届が必要です。

※同一月に２回以上賞与が支払われた場合は、「賞与支払年月日」
はその月の最後に支払った日とし、通貨によるものの額およ
び現物によるものの額をそれぞれ合計し、ご提出ください。

■給与だけが支給された月の保険料計算

■給与と賞与が支給された月の保険料計算

標準報酬月額 健康保険料率 健康保険料× ＝

標準報酬月額 介護保険料率 介護保険料× ＝

標準報酬月額 健康保険料率 健康保険料× ＝

標準報酬月額 介護保険料率 介護保険料× ＝

標準賞与額 健康保険料率 健康保険料× ＝

標準賞与額 介護保険料率 介護保険料× ＝

　標準賞与額の対象となるもの
　対象となる賞与とは、賞与（役員賞与も含む）・ボーナス・期
末手当・決算手当など、その名称を問わず、労働者が労働の対
償として年３回まで支給されるものです。

　標準賞与額の対象とならないもの
　上記の賞与等で年間を通じて４回以上支給されるもの（報酬となる）
　恩恵的に支給される結婚祝金・病気見舞金・災害見舞金など
　大入袋・退職金・解雇予告手当・年金・恩給・株主配当金など

　ターンアラウンドCDによる提出も可能です
　CD による提出につきましては当組合適用課までご連絡ください。

　賞与の保険料算出のもとになるのが標準賞与額です（支給
ごとに 1,000 円未満は切り捨て）。
　賞与が支給された月ごとに計算を行います。標準賞与額の
上限額は年度４月１日から翌年３月 31 日までの累計額で
540 万円となります。

　賞与の支払いがあった場合は、支払日より５日以内に「健
康保険被保険者賞与支払届」と「健康保険被保険者賞与支払
届総括表」の提出が必要となります。また、賞与の支払いが
ない場合でも、「不支給」として「健康保険被保険者賞与支払
届総括表」の提出が必要となりますのでご注意ください。

※標準賞与額に直接保険料率を乗じて計算することになります。
※介護保険料を納めていただくのは、40 歳以上 65 歳未満の方です。

⑤賞与額（合計）

　　  555,682 円555 千円

【例】

「賞与額 」欄

　… 支給された金額を記入

「⑤賞与額（合計）」欄

　…  欄金額の 1,000 円未満を切り捨てた額を記入

届出用紙の記入について

算定基礎届説明会のご案内
　平成 27 年度「算定基礎届」についての事務説明会を開催
いたします。詳しいご案内につきましては、追って事業主様
宛にお送りいたします。
　また、当日は説明会場にて「算定基礎届の届出用紙」と「算
定基礎届の手引き」をお渡しします。事務ご担当者の皆様に

は、お忙しいところ誠に恐縮ですが、ぜひ、ご出席ください
ますようお願い申し上げます。
※算定基礎届は、4 月・5 月・6 月に受けた報酬に基づき、9

月以降の保険料及び保険給付を算出する基礎となる標準報酬
月額を決定いたします。

平成 27 年 6 月 2 日（火）
午後 2 時より東医健保会館で開催します

適用課からのお知らせ

健康保険者証の更新はお済みですか？
　健康保険者証の更新におきましては、皆様にご協力いただき、
誠にありがとうございました。
　当組合におきまして、３月に健康保険者証の更新を行いまし
たが、まだ手続きがお済みでない方がおられます。旧健康保険

者証（青色）の有効期限は平成 27 年 3 月 31 日までとなっ
ておりますので、有効期限以降は使用できません。
　新健康保険者証（桃色）は、旧健康保険者証との交換になり
ますので、まだ旧健康保険者証（青色）をお持ちの方は至急、
事業主様宛にご返却ください。
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「医療費のお知らせ」

保険診療を受けた方全員に、

「医療費のお知らせ」を事業所経由で

被保険者宛にお送りいたします。

そもそも

「医療費のお知らせ」は、

何のためにあるのでしょう？

自　平成　26 年  4  月分　　　　　　発行番号　　　1
至　平成　27 年  3  月分

自　平成　26　年    4　月分
至　平成　27　年　  3　月分

記　　　号　　　　　　　　9999

証　番　号　　　　　　　　9999999

　　　　　　　　　  　東医　太郎　　　　様

東京都新宿区南元町 4 番地

東京都医業健康保険組合

03-3353-4311

医 療 費 の お 知 ら せ

医 療 費 の お 知 ら せ

診察を受けた方 診 療 区 分 診療を受けた医療機関医療費の総額
（円）

区・市・町・村等
で支払った額（円）

健保組合が
支払った額（円）

あなたが窓口に
支払った額（円）

診　療
年　月

日数
又は
回数

27
27
27

1
1
2

4
17

4

26 18 8

1
5
1

3
12

3

810
310
810

930 851 079

443
193
443
　　

　

367
117
367

1
1
1

東医　太朗
東医　太朗
東医　二朗

医科外来
調剤
医科外来

○○医院
××薬局
△△医院

合 　 　 　 　 　 　 計

病院、薬局に関することは 接骨院、整骨院に関することは業務課へ 給付課へ

◆あなたが実際に支払った額とこの通知書の金額に相違があったり不明な点があるときは、当健康保険組合にご連絡下さい。
◆区市町村等で、助成を受けられている方は、上記の「あなたが窓口に支払った額」と異なる場合があります。

を

６月 にお送りいたします下旬

は  のためにあるの？「医療費のお知らせ」

　皆様が病院等の窓口で支払う医療費は、健康保険法
で定められた原則 3 割の自己負担分（義務教育就学前
まで 2 割、70 歳以上 2 割（昭和 19 年 4 月 1 日以前生
まれの方は 1 割、現役並み所得者は 3 割）だけで、残
りの 7 割は健保組合が負担しています。このため、医
療費の総額が実際にはいくらかかったのか、意識しに
くいしくみになっています。
　当組合では、健康保険制度をより深くご理解いただ

くため、「医療費のお知らせ」により、皆様が受診さ
れた際の医療費の詳細をお知らせいたします。
　また、健保組合が負担する 7 割の医療費（保険給付費）
も、皆様のお給料から天引きされる健康保険料でまか
なわれています。この貴重な保険料を有効に使うため
にも、一人ひとりが自分の健康管理について十分心が
け、正しい保険診療の受け方についても注意していた
だくことが必要です。

お問い
合わせ






















